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（２）誤飲の際の対処法 

 フッ化物を一度に多量に誤飲した場合には，急性中毒を起こします。急性中毒の主な症

状は，腹痛，嘔吐，下痢であり，進行するとけいれんを起こすことがあります。万が一フ

ッ化物を飲み込んでしまった場合，飲み込んだ量に応じて対応します（図 14）。例えば，

施設内で経過観察が必要な幼児の急性中毒が起きる可能性のある量（急性中毒量）は，体

重 1kg 当たり 2mg（フッ素量）ですので，体重 16kg の幼児の場合，週 5 回法の洗口液をコ

ップ 26 杯（128ml）飲んだ時ということになります。体重 16kg の幼児が週 5 回法の洗口液

をコップ 64 杯（320ml，フッ素量で 80mg）以上を飲み込んだ場合は，病院で症状を確認す

る必要があります。ミラノール１g 袋またはオラブリス 1.5g 袋を一袋全部飲み込んだとき

は，カルシウムを多く含んだ牛乳等を直ぐに飲ませて施設内で様子を観察します。 

 また， ミラノール１g 袋かオラブリス 1.5g 袋を二袋以上飲み込んだ場合，または，ミ

ラノール 1.8g 袋を一袋全部飲み込んだときは，カルシウムを多く含んだ牛乳等を直ぐに飲

ませて，施設の洗口責任者及び歯科医師に連絡し，病院で体調を確認します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フッ化物洗口の摂取量と安全性 

・洗口液（週 5 回法）コップ１杯（5ml）をした後に口の中に残るフッ化物の量は、緑茶

や紅茶１～２杯程度で心配ありません。 

・洗口液（週 5 回法）コップ１杯（5ml）を、誤って全部飲んでしまった時のフッ化物の

量は、緑茶や紅茶１L 程度で、心配ありません。 

・毎日法で、コップ 1 杯を誤って飲んでしまっても、急性中毒は起こりません。 

＊集団フッ化物洗口は、吐き出しの練習を水で行ってうがいが出来るようになってから行います。 
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ステップ１ 市町村行政内の合意  

フッ化物洗口は，多くの関係者の理解と合意を得て実施するものですから，まずは，市

町村内部（保健，福祉，教育委員会等）で当該市町村のむし歯の罹患状況を分析し，むし

歯予防対策としてのフッ化物洗口実施について，行政の意思統一を行います。 

医師会・歯科医師会・薬剤師会など，関係機関には早いうちから説明を行い，理解と協

力を得ることが必要です。 

 

ステップ２ 実施施設の選定 

 フッ化物洗口の導入に関心のある施設と打ち合わせを行い，実施する施設を選定します。 

嘱託医・嘱託歯科医とも共通理解を持ちます。たとえば保育所では，市町村保健担当課・

保育所長・嘱託医・嘱託歯科医などの関係者の会議を開催し，共通理解を図ります。 

むし歯は未だに多く，社会的な問題ではありますが，むし歯予防対策の重要性はあまり

認識されていません。また，施設で行うフッ化物洗口が大きな効果や健康格差の縮小に役

立つことも，あまり知られていません。インターネットなどには誤った情報も多く見られ，

誤解されている場合もあります。従来行われている食生活指導やブラッシング指導や学校

歯科健診だけでなく，新たに施設でフッ化物洗口を行うことのメリットを，関係者が正し

く理解することが必要です。これは，公衆衛生的な健康教育といえます。施設に対して，

こうした情報提供を行い，正しい理解を得ていきます。 

 

ステップ３ 関係者の理解と合意 

フッ化物洗口にかかわる市町村行政，地元歯科医師会，施設責任者等の関係者が協議し，

理解や認識を同じにした上で，実施に向けての方針を立て，事業実施計画を作ります。 

 

ステップ４ 現場の理解 

次に，施設関係者の共通理解を図ります。教職員等対象の研修会を開催し，フッ化物洗

口に関する基礎知識や実施上の課題を十分検討し，実施のための確実な体制を作ります。

既にフッ化物洗口を実施している施設を見学するのもよいでしょう。 

 

ステップ５ 保護者の理解 

施設においてフッ化物洗口を実施する場合は，開始前に子どもの保護者から承諾を得て

から実施します。説明会を開催したり， パンフレットの配布や園のニュースレター等でフ

ッ化物洗口に関する情報が保護者全員に十分に伝わるようにします。さらに，保健所等か

らパンフレットや情報提供を受けたり，嘱託歯科医師は保護者対象の講演会の講師を務め

たり，歯の健康相談などの啓発活動を続けます。 


































